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マイナンバーカード取得促進へのご協力のお願い 

 

 日ごろより本県のデジタル施策の推進にご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

 さて、先日、河野デジタル大臣から２０２４年秋にマイナンバーカードと健康保険証を一体化す

ることが発表されるなど、マイナンバーカードはデジタル社会のパスポートとして、県民の皆様に

すみやかに取得していただくことがこれまで以上に重要になっております。 

 一方で、マイナンバーカードの交付申請のために市役所・町村役場に出かけるお時間が取れない

方や、申請の手続きを手伝ってほしいといった方々が数多くいらっしゃる状況です。 

 つきましては、下記のとおり、茨城県と県内市町村が連携して、企業様をはじめ様々な事業所に

出向き、従業者の皆様のマイナンバーカード交付申請を受け付ける「出張申請窓口」についてご案

内いたしますので、お気軽にお問い合わせ・お申し込みいただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

記 

〇出張申請窓口とは 

マイナンバーカードの交付申請用の写真をその場で撮影し、本人確認により申請を受け付け、そ

の後、カードはご本人様に本人限定郵便等で届く仕組みです。（市町村によっては、簡易書留や直接

企業へお届けする方法も可能です）。 

                   

〇出張申請窓口の設置申し込みフロー 

 

 

調整結果連絡 

  

 

① まず、貴社から茨城県情報システム課にご連絡ください。 

② 県において該当市町村と調整を行います。 

  （希望者の住所地市町村がそれぞれ異なる場合も調整可） 

③ 県と市町村での調整の結果を、貴社にお伝えしますので、 

当日の詳細については、市町村と最終調整してください。 

 

※ 裏面の市町村の最新情報は、茨城県公式サイトに掲載していますので、適宜ご確認ください。 

     URL :  https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/it/mynumber/index.html 

  ※ 希望者の住所地市町村が異なる場合も対応できるように努めますが、「出張申請窓口」を設置できる 

条件は市町村ごとに異なり、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

  ※ 令和４年 12 月末までに交付申請いただくと、マイナポイントの付与対象となります。 

 

市町村 
県情報システム課 

029-301-2551 

bango@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 

各企業・団体等 

【ご連絡の際に必要な情報】 

・希望日時（第 1～3希望） 

・希望人数とその希望者の住所の

市町村内訳（概算で可） 

・出張受付の実施場所 

（机、椅子、コンセント等） 

 


